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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次
第32期

第３四半期連結
累計期間

第33期
第３四半期連結
累計期間

第32期

会計期間

自平成22年
10月１日
至平成23年
６月30日

自平成23年
10月１日
至平成24年
６月30日

自平成22年
10月１日
至平成23年
９月30日

売上高（千円） 22,517,62123,031,74129,736,352

経常利益（千円） 496,257 576,620 461,361

四半期純利益又は四半期（当期）

純損失(△)（千円）
△96,408 378,399△155,001

四半期包括利益又は包括利益

（千円）
△97,326 374,602△154,998

純資産額（千円） 6,069,0306,112,3766,011,359

総資産額（千円） 20,069,75619,306,64019,181,036

１株当たり四半期純利益金額又は

１株当たり四半期（当期）純損失

金額(△)（円）

△1,524.045,376.75△2,375.64

潜在株式調整後１株当たり四半期

（当期）純利益金額（円）
― ― ―

自己資本比率（％） 30.2 31.7 31.3

　

回次
第32期

第３四半期連結
会計期間

第33期
第３四半期連結
会計期間

会計期間

自平成23年
４月１日
至平成23年
６月30日

自平成24年
４月１日
至平成24年
６月30日

１株当たり四半期純利益金額

（円）
1,593.06 94.32

　（注）１　当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載して

おりません。

２　売上高には、消費税等は含まれておりません。

３　潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しており

ません。

４　第32期第３四半期連結累計期間の四半期包括利益の算定にあたり、「包括利益の表示に関する会計基準」

　　（企業会計基準第25号　平成22年６月30日）を適用し、遡及処理しております。

　　

２【事業の内容】

　当第３四半期連結累計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容について、重要

な変更はありません。また、主要な関係会社における異動もありません。
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第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

　当第３四半期連結累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または、前事業年度の有価証券報告書に記載し

た事業等のリスクについての重要な変更はありません。

２【経営上の重要な契約等】

　当第３四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。

３【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

　文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において、当社グループ（当社及び連結子会社）が

判断したものであります。

(1) 業績の状況

　当第３四半期連結累計期間における我が国経済は、東日本大震災の影響による停滞から、復興需要等を背景とした

緩やかな景気回復の兆しが見られたものの、欧州の債務危機や円高の定着等により景気の下振れリスクが存在する

と言われるなかで推移いたしました。

　このような状況のもと、当社グループは「思い立ったら即実行　実行力が会社を変える」を経営方針として、お客

様に感極まるサービスを提供できるように取り組んでまいりました。

　販売強化策といたしましては、前期から引き続き、店舗責任者によるお客様へのご挨拶、ご来店頂いたお客様への

手書きによるお礼状の送付、及び近隣の企業への訪問営業活動を行っております。また、おかずになる商品として、

「餃子」を新規開発し売上の増加を図っております。

　店舗の出店及び閉店につきましては、外食事業２店舗出店、テイクアウト事業６店舗出店及び６店舗閉店、３店舗

の分離と子会社間の異動により、当第３四半期末の店舗数は、257店舗となりました。

　以上の結果、当第３四半期連結累計期間の業績は、売上高230億31百万円（前年同期比102.3％）、営業利益６億３

百万円（前年同期比90.8％）、経常利益５億76百万円（前年同期比116.2％）、四半期純利益３億78百万円（前年同

期は四半期純損失96百万円）となりました。

　なお、セグメントの状況は次のとおりであります。

　

（外食事業）

　昨年に引き続きテレビコマーシャルを重要な広告媒体としてとらえ、お客様に梅の花をより一層アピール出来る

ようにシリーズ化して提供いたしました。また、近隣地域媒体への広告につきましても知名度の向上、新規のお客様

の開拓を図ることを目的に積極的に実施しております。　

　経費の削減につきましては、人件費コントロールに重点を置き、人員配置や勤務シフトを見直すことで、サービス

水準を落とすことなく人件費を削減し、利益率の向上に努めております。

　出店及び閉店につきましては、梅の花は、10月に「立川店（東京都）」、11月に「岡山店（岡山県）」を出店し68

店舗、チャイナ梅の花４店舗、かにしげ３店舗、その他店舗３店舗となりました。従いまして、外食事業の全店舗数は

78店舗、売上高は146億61百万円（前年同期比102.4％）、セグメント利益11億54百万円（前年同期比108.8％）とな

りました。

　

（テイクアウト事業）

　梅の花テイクアウト店に続き、当期より古市庵テイクアウト店につきましても、おせちの取り扱いを始めており、

売上の拡大に努めております。

　出店及び閉店につきましては、古市庵テイクアウト店は、５月に「名古屋三越店（愛知県）」、「東京スカイツ

リータウン・ソラマチ店（東京都）」を出店し、１月に「八王子そごう店（東京都）」、２月に「枚方近鉄店（大

阪府）」、「学園前近商店（奈良県）」、５月に「銀座松坂屋店（東京都）」を閉店し、136店舗となりました。

梅の花テイクアウト店は、３月に「神戸大丸店（兵庫県）」、６月に「泉北髙島屋店（大阪府）」を出店し、４月に

「池袋東武店（東京都）」、５月に「エキュート品川店（東京都）」を閉店し、10月に「山口井筒屋店（山口

県）」、「堺北花田阪急店（大阪府）」、「仙台セルバ店（宮城県）」以上３店舗を古市庵テイクアウト店より分

離移管し、33店舗となりました。

　その他店舗は、11月に「千林商店街店（大阪府）」、３月に「あさひパン（佐賀県）」を出店し、10店舗となりま

した。

　従いまして、テイクアウト事業の全店舗数は179店舗、売上高は83億70百万円（前年同期比102.1％）、セグメント

利益１億28百万円（前年同期比48.8％）となりました。
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(2) 財政状態の状況

　当第３四半期連結会計期間末の総資産につきましては、前連結会計年度末と比べ１億25百万円増加し、193億６百

万円となりました。これは主に、現金及び預金が７億89百万円増加し、有形固定資産が３億89百万円、のれんが86百

万円減少したことによるものであります。

　負債の部につきましては、前連結会計年度末と比べ24百万円増加し、131億94百万円となりました。これは主に、借

入金の総額が１億48百万円増加し、為替相場の影響によりデリバティブ債務が１億26百万円減少したことによる

ものであります。

　純資産の部につきましては、前連結会計年度末と比べ１億１百万円増加し、61億12百万円となりました。これは主

に、利益剰余金が３億42百万円増加し、自己株式取得により株主資本が２億38百万円減少したことによるものであ

ります。

　

(3) 事業上及び財務上の対処すべき課題

　当第３四半期連結累計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。

(4) 研究開発活動

　該当事項はありません。

(5) 主要な設備

前連結会計年度末において計画中であった主要な設備の新設のうち、当第３四半期連結累計期間に完了したもの

は次のとおりであります。

 

会社名 事業所名
(所在地)

セグメント
の名称 設備の内容 投資金額

（千円） 資金調達方法 完了年月

株式会社
梅の花
Ｓｅｒｖｉｃｅ

梅の花立川店
（東京都立川市）

外食事業 店舗設備 279,631
自己資金及び
借入金

平成23年10月

梅の花岡山店
（岡山県岡山市北区）

外食事業
店舗用地及び
設備

560,259
自己資金及び
借入金

平成23年11月
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第３【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 207,000

計 207,000

②【発行済株式】

種類
第３四半期会計期間末現
在発行数（株）
（平成24年６月30日）

提出日現在発行数（株）
（平成24年８月14日）

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 71,147 71,147
東京証券取引所

（市場第二部）

当社は、単元株制度は

採用しておりません。

計 71,147 71,147 　― ―　

　

（２）【新株予約権等の状況】

　該当事項はありません。

　

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

　該当事項はありません。　

　

（４）【ライツプランの内容】

　該当事項はありません。　

（５）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式
総数増減数
（株）

発行済株式
総数残高
（株）

資本金増減額
（千円）

資本金残高
（千円）

資本準備金
増減額
（千円）

資本準備金
残高
（千円）

平成24年４月１日～

平成24年６月30日
― 71,147 ― 3,804,852 ― 3,181,841

　

（６）【大株主の状況】

　当四半期会計期間は第３四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
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（７）【議決権の状況】

　当第３四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記

載することができないことから、直前の基準日（平成24年３月31日）に基づく株主名簿による記載をしており

ます。

①【発行済株式】

　 平成24年６月30日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等) 普通株式 1,354 ― ―

完全議決権株式(その他) 普通株式 69,793 69,793 ―

単元未満株式 ― ― ―

発行済株式総数 71,147 ― ―

総株主の議決権 ― 69,793 ―

（注）　「完全議決権株式(その他)」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が６株含まれております。また、「議

決権の数」欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数６個が含まれております。

②【自己株式等】

平成24年６月30日現在

所有者の氏名又は名称 所有者の住所
自己名義所有

株式数（株）

他人名義所有

株式数（株）

所有株式数の

合計（株）

発行済株式総数に

対する所有株式数

の割合（％）

株式会社梅の花
福岡県久留米市

天神町146番地
1,354 － 1,354 1.90

計 － 1,354 － 1,354 1.90
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２【役員の状況】

　該当事項はありません。
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第４【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

　当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令

第64号）に基づいて作成しております。

　

２．監査証明について

　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第３四半期連結会計期間（平成24年４月１日から平成

24年６月30日まで）及び第３四半期連結累計期間（平成23年10月１日から平成24年６月30日まで）に係る四半期連

結財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる四半期レビューを受けております。
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１【四半期連結財務諸表】
（１）【四半期連結貸借対照表】

（単位：千円）

前連結会計年度
(平成23年９月30日)

当第３四半期連結会計期間
(平成24年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,808,043 2,597,608

売掛金 1,244,320 1,290,696

商品及び製品 59,916 60,939

原材料及び貯蔵品 148,353 155,474

繰延税金資産 327,744 199,768

その他 451,910 446,898

貸倒引当金 △1,758 △1,958

流動資産合計 4,038,530 4,749,426

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 6,622,752 6,695,549

機械装置及び運搬具（純額） 148,468 134,124

土地 4,639,687 4,639,687

建設仮勘定 484,263 52

その他（純額） 519,205 555,238

有形固定資産合計 12,414,377 12,024,652

無形固定資産

のれん 693,794 607,070

その他 79,996 67,906

無形固定資産合計 773,790 674,976

投資その他の資産

投資有価証券 57,176 55,326

長期貸付金 77,788 77,619

繰延税金資産 53,818 23,111

敷金及び保証金 1,688,518 1,641,676

その他 153,503 142,781

貸倒引当金 △76,468 △82,930

投資その他の資産合計 1,954,337 1,857,584

固定資産合計 15,142,505 14,557,213

資産合計 19,181,036 19,306,640
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（単位：千円）

前連結会計年度
(平成23年９月30日)

当第３四半期連結会計期間
(平成24年６月30日)

負債の部

流動負債

買掛金 575,074 581,695

短期借入金 1,300,000 2,000,000

1年内返済予定の長期借入金 2,473,388 3,026,921

未払金 1,159,325 1,212,523

未払法人税等 39,400 29,950

賞与引当金 241,300 126,300

ポイント引当金 106,945 128,401

その他 651,849 690,000

流動負債合計 6,547,282 7,795,791

固定負債

長期借入金 5,184,176 4,079,575

退職給付引当金 141,620 148,642

デリバティブ債務 488,912 362,679

資産除去債務 608,328 621,974

その他 199,357 185,599

固定負債合計 6,622,395 5,398,472

負債合計 13,169,677 13,194,264

純資産の部

株主資本

資本金 3,804,852 3,804,852

資本剰余金 3,181,841 3,181,841

利益剰余金 △969,856 △627,030

自己株式 － △238,011

株主資本合計 6,016,837 6,121,651

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 △752 △4,549

為替換算調整勘定 △4,725 △4,725

その他の包括利益累計額合計 △5,478 △9,275

純資産合計 6,011,359 6,112,376

負債純資産合計 19,181,036 19,306,640
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（２）【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】
【四半期連結損益計算書】
【第３四半期連結累計期間】

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間
(自　平成22年10月１日
　至　平成23年６月30日)

当第３四半期連結累計期間
(自　平成23年10月１日
　至　平成24年６月30日)

売上高 22,517,621 23,031,741

売上原価 6,438,575 6,644,019

売上総利益 16,079,046 16,387,722

販売費及び一般管理費 15,414,504 15,784,320

営業利益 664,541 603,402

営業外収益

受取利息 3,567 3,267

受取配当金 1,685 1,734

受取手数料 15,326 15,404

保険解約返戻金 19,842 －

デリバティブ評価益 － 74,835

雑収入 23,874 20,145

営業外収益合計 64,297 115,387

営業外費用

支払利息 119,504 91,520

デリバティブ評価損 53,645 －

雑損失 59,431 50,649

営業外費用合計 232,581 142,169

経常利益 496,257 576,620

特別利益

固定資産売却益 43,743 －

特別利益合計 43,743 －

特別損失

固定資産除売却損 142,203 17,074

店舗閉鎖損失引当金繰入額 600 －

投資有価証券評価損 88 －

訴訟関連損失 1,695 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 369,175 －

減損損失 － 775

特別損失合計 513,762 17,849

税金等調整前四半期純利益 26,237 558,770

法人税、住民税及び事業税 17,458 24,379

法人税等調整額 105,187 155,991

法人税等合計 122,646 180,371

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

△96,408 378,399

四半期純利益又は四半期純損失（△） △96,408 378,399
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【四半期連結包括利益計算書】
【第３四半期連結累計期間】

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間
(自　平成22年10月１日
　至　平成23年６月30日)

当第３四半期連結累計期間
(自　平成23年10月１日
　至　平成24年６月30日)

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

△96,408 378,399

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △918 △3,797

その他の包括利益合計 △918 △3,797

四半期包括利益 △97,326 374,602

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △97,326 374,602

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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【追加情報】

当第３四半期連結累計期間
（自　平成23年10月１日
至　平成24年６月30日）

（会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準等の適用）　

　第１四半期連結会計期間の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上の変更及び誤謬の訂

正に関する会計基準」（企業会計基準第24号　平成21年12月４日）及び「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基

準の適用指針」（企業会計基準適用指針第24号　平成21年12月４日）を適用しております。

　

【注記事項】

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

　当第３四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第３四半期

連結累計期間に係る減価償却費（のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。）及びのれんの償却額は、次の

とおりであります。

前第３四半期連結累計期間
（自　平成22年10月１日
至　平成23年６月30日）

当第３四半期連結累計期間
（自　平成23年10月１日
至　平成24年６月30日）

減価償却費 749,593千円　

のれんの償却額 86,724

減価償却費 731,946千円　

のれんの償却額 86,724

 

（株主資本等関係）

Ⅰ　前第３四半期連結累計期間（自　平成22年10月１日　至　平成23年６月30日）

１．配当金支払額　

 
 
（決議）

株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり
配当額
（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

平成22年12月22日

定時株主総会
普通株式 28,850 500平成22年９月30日平成22年12月24日利益剰余金

２．株主資本の金額の著しい変動

　当社は、平成23年３月８日付で公募増資を実施いたしました。また、平成23年３月28日付で大和証券キャ

ピタル・マーケッツ株式会社から第三者割当増資の払込みを受けました。

　この結果、第２四半期連結会計期間において資本金が1,370,518千円、資本剰余金が1,370,518千円増加

し、当第３四半期連結会計期間末において資本金が3,804,852千円、資本準備金が3,181,841千円となってお

ります。

　

Ⅱ　当第３四半期連結累計期間（自　平成23年10月１日　至　平成24年６月30日）

１．配当金支払額　

 
 
（決議）

株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり
配当額
（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

平成23年12月22日

定時株主総会
普通株式 35,573 500平成23年９月30日平成23年12月26日利益剰余金

２．株主資本の金額の著しい変動

　当社は、平成23年12月５日開催の取締役会決議により、会社法第165条第３項の規定により読み替えて適用

される同法第156条の規定に基づき、自己株式の取得を実施いたしました。

　この結果、当第３四半期連結会計期間末において、自己株式は238,011千円となっております。
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（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ　前第３四半期連結累計期間（自　平成22年10月１日　至　平成23年６月30日）

報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

　 （単位：千円）

 
報告セグメント

調整額
（注）１

四半期連結損益
計算書計上額
（注）２

外食事業
テイクアウト
事業

計

売上高      

外部顧客への売上高 14,321,9788,195,64322,517,621 ─ 22,517,621
セグメント間の内部売上高又
は振替高

6,404 31,219 37,623△37,623 ─

計 14,328,3828,226,86222,555,245△37,62322,517,621

セグメント利益 1,061,553262,7181,324,271△659,730664,541

（注）１　セグメント利益の調整額△659,730千円は、各報告セグメントに配分していない全社費用であります。

　　　　全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

　　　２　セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。　

　

Ⅱ　当第３四半期連結累計期間（自　平成23年10月１日　至　平成24年６月30日）

報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

　 （単位：千円）

 
報告セグメント

調整額
（注）１

四半期連結損益
計算書計上額
（注）２

外食事業
テイクアウト
事業

計

売上高      

外部顧客への売上高 14,661,0518,370,68923,031,741 ─ 23,031,741
セグメント間の内部売上高又
は振替高

6,360 28,671 35,031△35,031 ─

計 14,667,4128,399,36023,066,773△35,03123,031,741

セグメント利益 1,154,943128,1611,283,104△679,702603,402

（注）１　セグメント利益の調整額△679,702千円は、各報告セグメントに配分していない全社費用であります。

　　　　全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

　　　２　セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。　
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（１株当たり情報）

　１株当たり四半期純利益金額又は１株当たり四半期純損失金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

　
前第３四半期連結累計期間
（自　平成22年10月１日
至　平成23年６月30日）

当第３四半期連結累計期間
（自　平成23年10月１日
至　平成24年６月30日）

１株当たり四半期純利益金額又は

１株当たり四半期純損失金額（△）
△1,524円04銭 5,376円75銭

（算定上の基礎） 　  

四半期純利益金額又は

四半期純損失金額（△）（千円）
△96,408 378,399

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る四半期純利益金額又は

四半期純損失金額（△）（千円）
△96,408 378,399

普通株式の期中平均株式数（株） 63,258 70,377

（注）潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

　

（重要な後発事象）

該当事項はありません。

２【その他】

　該当事項はありません。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
　該当事項はありません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書 

平成24年８月８日

株式会社梅の花

取締役会　御中

有限責任監査法人トーマツ

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 工藤　重之　　印

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 甲斐　祐二　　印

　

　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社梅の花

の平成２３年１０月１日から平成２４年９月３０日までの連結会計年度の第３四半期連結会計期間（平成２４年４月１

日から平成２４年６月３０日まで）及び第３四半期連結累計期間（平成２３年１０月１日から平成２４年６月３０日ま

で）に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及

び注記について四半期レビューを行った。

　

四半期連結財務諸表に対する経営者の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結財

務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を

作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

　

監査人の責任

　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結

論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して

四半期レビューを行った。

　四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、

分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認めら

れる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

　当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

　

監査人の結論

　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認めら

れる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社梅の花及び連結子会社の平成２４年６月３０日現在の財政状態

及び同日をもって終了する第３四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重

要な点において認められなかった。

　

利害関係

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

　

以　上

　

（注）１　上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報告

書提出会社）が別途保管しております。

２　四半期連結財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。
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